
白川町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和８年３月３１日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町規則第８号 

 

白川町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

白川町職員の給与の支給に関する規則（昭和３８年白川町規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（扶養手当の認定等） （扶養手当の認定等） 

第８条 条例第９条第２項に規定する他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養

を受けている者には、次に掲げる者は含ま

れないものとする。 

第８条 条例第９条第２項に規定する他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養

を受けている者には、次に掲げる者は含ま

れないものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 年額１３０万円以上（満１８歳に達す

る日後の最初の４月１日から満２２歳

に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者にあつては、年額１５０

万円以上）の恒常的な所得があると見込

まれる者 

(2) 年額１３０万円以上               

                                   

                                   

                                   

          の恒常的な所得があると見

込まれる者 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（普通交通機関等に係る通勤手当の額の

算出の基準） 

（普通交通機関等に係る通勤手当の額の

算出の基準） 

第１５条 条例第１０条の３第２項第１号

に規定する運賃等相当額（第１５条の２第

２号において「運賃等相当額」という。）

は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区

分に応じ、当該各号に定める額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。 

第１５条 条例第１０条の３第２項第１号

に規定する運賃等相当額               

                                     

は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区

分に応じ、当該各号に定める額（その額に

１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）とする。 

(1) 定期券を使用することが最も経済的

かつ合理的であると認められる普通交

通機関等 通用期間が支給単位期間（条

(1) 定期券を使用することが最も経済的

かつ合理的であると認められる普通交

通機関等 通用期間が支給単位期間（条



改 正 後 改 正 前 

例第１０条の３第８項に規定する支給

単位期間をいう。以下同じ。）である定

期券の価額 

例第１０条の３第７項に規定する支給

単位期間をいう。以下同じ。）である定

期券の価額 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（自動車等使用者の支給額） 

第１５条の１の２ 条例第１０所の３第２

項第２号の当の規則で定める額は、次の各

号に掲げる自動車等の使用距離の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 片道５キロメートル未満 ２，０００

円 

(2) 片道５キロメートル以上１０キロメ

ートル未満 ４，２００円 

(3) 片道１０キロメートル以上１５キロ

メートル未満 ７，３００円 

(4) 片道１５キロメートル以上２０キロ

メートル未満 １０，４００円 

(5) 片道２０キロメートル以上２５キロ

メートル未満 １３，５００円 

(6) 片道２５キロメートル以上３０キロ

メートル未満 １６，６００円 

(7) 片道３０キロメートル以上３５キロ

メートル未満 １９，７００円 

(8) 片道３５キロメートル以上４０キロ

メートル未満 ２２，８００円 

(9) 片道４０キロメートル以上４５キロ

メートル未満 ２５，９００円 

(10) 片道４５キロメートル以上５０キロ

メートル未満 ２９，１００円 

(11) 片道５０キロメートル以上５５キロ

メートル未満 ３２，３００円 

(12) 片道５５キロメートル以上６０キロ

メートル未満 ３５，５００円 

(13) 片道６０キロメートル以上６５キロ

メートル未満 ３８，７００円 

(14) 片道６５キロメートル以上７０キロ

メートル未満 ４２，２００円 

(15) 片道７０キロメートル以上７５キロ

 



改 正 後 改 正 前 

メートル未満 ４５，７００円 

(16) 片道７５キロメートル以上８０キロ

メートル未満 ４９，２００円 

(17) 片道８０キロメートル以上８５キロ

メートル未満 ５２，７００円 

(18) 片道８５キロメートル以上９０キロ

メートル未満 ５６，２００円 

(19) 片道９０キロメートル以上９５キロ

メートル未満 ５９，６００円 

(20) 片道９５キロメートル以上１００キ

ロメートル未満 ６３，０００円 

(21) 片道１００キロメートル以上 ６

６，４００円 

（定年前再任用短時間勤務職員に係る通

勤手当の減額） 

（定年前再任用短時間勤務職員に係る通

勤手当の減額） 

第１５条の１の３ （略） 第１５条の１の２ （略） 

（返納の事由及び額等） （返納の事由及び額等） 

第１６条の２ 条例第１０条の３第７項の

町の規則で定める事由は、通勤手当（１箇

月の支給単位期間に係るものを除く。）を

支給される職員について生じた次の各号

のいずれかに掲げる事由とする。 

第１６条の２ 条例第１０条の３第６項の

町の規則で定める事由は、通勤手当（１箇

月の支給単位期間に係るものを除く。）を

支給される職員について生じた次の各号

のいずれかに掲げる事由とする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ 条例第１０条の３第７項の町の規則で

定める額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 条例第１０条の３第７項の町の規則で

定める額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) １箇月当たりの運賃等相当額等（第１

５条の２第１号に掲げる職員に係るも

のを除く。）、条例第１０条の３第２項

第２号に定める額（第１５条の２第２号

に掲げる職員に係るものを除く。）及び

特別料金等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が

２以上ある場合においては、その合計

額）及び条例第１０条の３第４項第１号

に定める額の合計額（以下「１箇月当た

りの通勤手当算出基礎額」という。）が

(1) １箇月当たりの運賃等相当額等（第１

５条の２第１号に掲げる職員に係るも

のを除く。）、条例第１０条の３第２項

第２号に定める額（第１５条の２第２号

に掲げる職員に係るものを除く。）及び

特別料金等相当額をその支給単位期間

の月数で除して得た額（新幹線鉄道等が

２以上ある場合においては、その合計

額）                               

           の合計額（以下「１箇月当た

りの通勤手当算出基礎額」という。）が



改 正 後 改 正 前 

１５万円以下であつた場合 前項第２

号に掲げる事由が生じた場合にあつて

は当該事由に係る普通交通機関等又は

新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当

たりの通勤手当算出基礎額が１５万円

を超えることとなるときは、その者の利

用する全ての普通交通機関等及び新幹

線鉄道等）、同項第１号、第３号又は第

４号に掲げる事由が生じた場合にあつ

てはその者の利用する全ての普通交通

機関等及び新幹線鉄道等につき、使用さ

れるべき通用期間の定期券の運賃等及

び特別料金等の払戻しを、町長の定める

月（以下この条において「事由発生月」

という。）の末日にしたものとして得ら

れる額（次号において「払戻金相当額」

という。） 

１５万円以下であつた場合 前項第２

号に掲げる事由が生じた場合にあつて

は当該事由に係る普通交通機関等又は

新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当

たりの通勤手当算出基礎額が１５万円

を超えることとなるときは、その者の利

用する全ての普通交通機関等及び新幹

線鉄道等）、同項第１号、第３号又は第

４号に掲げる事由が生じた場合にあつ

てはその者の利用する全ての普通交通

機関等及び新幹線鉄道等につき、使用さ

れるべき通用期間の定期券の運賃等及

び特別料金等の払戻しを、町長の定める

月（以下この条において「事由発生月」

という。）の末日にしたものとして得ら

れる額（次号において「払戻金相当額」

という。） 

(2) （略） (2) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（支給単位期間） （支給単位期間） 

第１６条の３ 条例第１０条の３第８項に

規定する町の規則で定める期間は、次の各

号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄

道等の区分に応じ、当該各号に定める期間

とする。 

第１６条の３ 条例第１０条の３第７項に

規定する町の規則で定める期間は、次の各

号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄

道等の区分に応じ、当該各号に定める期間

とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第２８条 前条第１項の在職期間には、次に

掲げる期間を算入する。 

第２８条 前条第１項の在職期間には、次に

掲げる期間を算入する。 

(1) 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者が条例の適用を受ける

職員となつた場合は、その期間内におい

てそれらの者として勤務した期間 

(1) 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者が条例の適用を受ける

職員となつた場合は、その期間内におい

てそれらの者として在職した期間 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

(2) 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者が引き続き条例の適用

を受ける職員となつた場合は、その期間

(2) 基準日以前６箇月以内の期間におい

て、次に掲げる者が引き続き条例の適用

を受ける職員となつた場合は、その期間



改 正 後 改 正 前 

内においてそれらの者として勤務した

期間 

内においてそれらの者として在職した

期間 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

２ 前項の期間の算定については、前条第２

項各号に掲げる期間に相当する期間を除

算する。 

２ 前項の期間の算定については、前条第２

項の規定を準用する                   

     。 

（一時差止処分に係る在職期間） （一時差止処分に係る在職期間） 

第２８条の２ （略） 第２８条の２ （略） 

２ 前条第１項第１号ア及びイに掲げる者

及び同項第２号ア及びイに掲げる者が引

き続き条例の適用を受ける職員となつた

場合は、それらの者として勤務した期間

は、前項の在職期間とみなす。 

２ 前条第１項第１号ア及びイに掲げる者

及び同項第２号ア及びイに掲げる者が引

き続き条例の適用を受ける職員となつた

場合は、それらの者として在職した期間

は、前項の在職期間とみなす。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


